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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定枠に対し一側部を中心に開閉可能に軸支され、遊技盤が取付けられる遊技盤取付枠
を備え、
　特定情報を有する証紙部材が前記遊技盤取付枠に対し付着される遊技機であって、
　前記遊技盤取付枠の背面側かつ前記遊技盤より下方位置に設けられた略矩形状の取付凹
部と、
　前記証紙部材が付着される付着部を有し、前記取付凹部に着脱可能に取付けられる略矩
形状の付着部材と、
　前記証紙部材を被覆するよう前記付着部材に対し取付けられ、透視性を有した被覆部材
とを備え、
　前記取付凹部は、
　少なくとも下辺部を除く自身の周縁部において前記付着部材を囲む内壁部を備え、
　前記付着部材は、
　少なくとも下辺部を除く自身の周縁部において前記証紙部材を囲む周壁部と、
　前記付着部における前記周壁部から離間した位置において、当該付着部に付着される前
記証紙部材の上辺部の少なくとも一部を位置合せするための位置決め部とを備えたことを
特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記遊技盤取付枠の色と、前記付着部材の色とを異ならせたことを特徴とする請求項１
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に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記取付凹部は、前記遊技盤取付枠の背面側の左右方向中央部より当該遊技盤取付枠の
開閉軸側に設けられていることを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等の遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パチンコ機等の遊技機は、メーカー名や製造番号等の付された証紙等が貼着され
、出荷先等が厳格に管理されている（例えば、特許文献１参照。）。さらに、近年では、
部品交換などリサイクル性の観点から、遊技盤、当該遊技盤が取付けられる遊技盤取付枠
、当該遊技盤取付枠の背面側に搭載される制御機器などに対し個別に専用の証紙等を貼着
し、管理している。
【０００３】
　例えば、遊技盤取付枠に関しては、その前面側が前面枠等によって覆われ、その背面側
には制御機器等が搭載されるため、証紙等は、制御機器等の搭載されていない背面下部の
ように比較的見やすい位置に貼着される。
【特許文献１】特開２０００－１３５３６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、遊技盤取付枠の背面側には、遊技盤前面の遊技領域より排出される遊技
球（アウト球）を回収するための球回収機構が形成されており、当該球回収機構により回
収された遊技球は排出シュートから遊技機外部へ排出される。そして、この遊技機が遊技
ホールの島設備に設置された際には、排出シュートから排出される遊技球を受けて所定の
排出部へと導く球受箱が排出シュートの下方位置に配置される。このため、証紙等が遊技
盤取付枠の背面下部に直接貼着され、露出した状態となっていると、前記球受箱を設置す
る際に、誤って証紙等を傷つける恐れがあった。
【０００５】
　さらに、遊技盤取付枠の背面側に搭載される制御機器等の中には、ハーネス等を介して
外部機器と接続されるものもあるため、遊技盤取付枠の開閉等に伴いハーネス等が証紙等
に触れる場合もある。ハーネス等が証紙等に繰り返し接触すると、証紙等に付された文字
等が次第に擦れて判別できなくなるおそれがある。
【０００６】
　本発明は、上記問題点を解決するものであり、証紙等を保護することのできる遊技機を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る遊技機は、
　固定枠に対し一側部を中心に開閉可能に軸支され、遊技盤が取付けられる遊技盤取付枠
を備え、
　特定情報を有する証紙部材が前記遊技盤取付枠に対し付着される遊技機であって、
　前記遊技盤取付枠の背面側かつ前記遊技盤より下方位置に設けられた略矩形状の取付凹
部と、
　前記証紙部材が付着される付着部を有し、前記取付凹部に着脱可能に取付けられる略矩
形状の付着部材と、
　前記証紙部材を被覆するよう前記付着部材に対し取付けられ、透視性を有した被覆部材
とを備え、
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　前記取付凹部は、
　少なくとも下辺部を除く自身の周縁部において前記付着部材を囲む内壁部を備え、
　前記付着部材は、
　少なくとも下辺部を除く自身の周縁部において前記証紙部材を囲む周壁部と、
　前記付着部における前記周壁部から離間した位置において、当該付着部に付着される前
記証紙部材の上辺部の少なくとも一部を位置合せするための位置決め部とを備えたことを
その要旨としている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、証紙等を保護することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、上記課題等を解決するのに適した各手段を項分けして説明する。なお、必要に応
じて対応する手段に特有の作用効果等を付記する。
【００１０】
　手段１．固定枠に対し一側部を中心に開閉可能に軸支され、遊技盤が取付けられる遊技
盤取付枠を備え、
　特定情報を有する証紙部材が前記遊技盤取付枠に対し付着される遊技機であって、
　前記証紙部材が付着される付着部を有し、前記遊技盤取付枠の背面側でかつ前記遊技盤
より下方位置に着脱可能に取付けられる付着部材と、
　前記証紙部材を被覆するよう前記付着部材に対し取付けられ、透視性を有した被覆部材
とを備えていることを特徴とする遊技機。
【００１１】
　上記手段１によれば、被覆部材により証紙部材が被覆されるため、誤って証紙部材を傷
つけてしまうといった不具合を低減することができる。結果として、証紙部材の耐久性や
防護性を高めることができる。ひいては、比較的長期間、証紙部材を良好な状態で保つこ
とができるため、リサイクル性が向上される。さらには、遊技機が長期間使用された場合
においても部品交換時に正規品である否かの確認を容易に行えたり、証紙部材から管理状
況を把握できるため不法投棄などの抑制効果がある。
【００１２】
　証紙部材を遊技盤取付枠に直接付着する構成では、遊技機の製造時において付着ミス等
が発生し、証紙部材を付着し直す場合には、証紙部材を傷つけずに剥がすといった非常に
手間のかかる作業を強いられることとなる。また、遊技機の故障時やリサイクル時等にお
いて、証紙部材の付着された遊技盤取付枠を取り替える場合にも、同様の不具合が発生す
るおそれがある。特にパチンコ機等の遊技機においては、各種遊技機管理団体等によって
証紙番号等が厳格に管理されているため、傷ついたり貼付間違いをした証紙部材は棄却し
て、新たな証紙番号を付与した証紙部材を前記管理団体に発行してもらう必要が生じ、そ
の手続等に多大な手間や時間を要するおそれがある。その点、本手段のように付着部材を
着脱可能とすることにより、付着ミス等が発生した場合等においても、証紙部材の交換を
比較的容易に行うことができ、上記各種不具合の発生を防止することができる。なお、「
着脱可能」な取付けの例としては、（１）付着部材がネジ等の固定手段により固定され、
固定手段を取外すことにより、付着部材の取外しが可能となること、（２）付着部材に形
成された係止部が遊技盤取付枠に係止され、係止部の係止状態を解除することにより、付
着部材の取外しが可能となること、（３）前記（１）及び（２）の構成を組合わせて取付
けられていることなどが挙げられる。一方、被覆部材は、付着部材に対し着脱可能に取付
けられてもよいし、又は、接着剤等により着脱不能に取付けられてもよい。
【００１３】
　また、以下の手段においても同様であるが、上記「証紙部材」には各種遊技機管理団体
が発行する証紙部材が含まれる。また、この「証紙部材」には、紙製のいわゆる「証紙」
のみならず、例えば樹脂製のフィルム部材やシート部材なども含まれる。



(4) JP 4882488 B2 2012.2.22

10

20

30

40

50

【００１４】
　上記「特定情報」には、前記管理団体の検査を受けたことを示す情報、前記管理団体が
付した管理番号、企業名、遊技機の機種番号や製造番号、製造年度、これらをコード化し
たＱＲコード（登録商標）等のコード情報などが含まれる。また、上記「特定情報を有す
る」ことには、証紙部材に対し文字や数字等により特定情報が記載されることはもちろん
のこと、所定の読取り手段により読み取ることのできるコード情報として特定情報が付さ
れること（登録、記憶）などが含まれる。
【００１５】
　また、上記「付着」には、「貼着」や「接着」などは勿論のこと、所定の係止手段によ
る「係止」や、固定手段による「固定」なども含まれる。
【００１６】
　手段２．前記付着部材を前記遊技盤取付枠に取付けた状態のまま、前記被覆部材を着脱
可能としたことを特徴とする手段１に記載の遊技機。
【００１７】
　上記手段２によれば、被覆部材への汚れやキズなどの付着、光の反射等により、当該被
覆部材を介して証紙部材に付された特定情報の読み取りが困難となる場合には、被覆部材
を取外して証紙部材を直接見ることができる。結果として、特定情報の読み取り作業を何
度も行わなければならないといった不具合もなく、作業性の向上を図ることができる。特
に、製造工場における遊技機出荷時などにおいては、流れ作業の中で特定情報の読み取り
を行っているため、予め被覆部材を取外しておけば、読み取り作業を効率よく行うことが
できる。また、被覆部材に汚れやキズなどが付いた場合には、付着部材や証紙部材を替え
ることなく、被覆部材のみを取り替えることも可能となるため、交換コストの増大を抑制
することができる。なお、「着脱可能」な取付けの例としては、上記付着部材の（１）～
（３）の構成と同様の構成が挙げられる。加えて、工具等を用いることなく、手動操作に
より着脱可能とすることにより、作業性が向上する。
【００１８】
　手段３．前記遊技盤取付枠に前記付着部材を嵌め込む取付凹部を設け、
　前記取付凹部の周縁部（遊技盤取付枠の壁面）より前記付着部材全体が奥まった位置に
配置されることを特徴とする手段１又は２に記載の遊技機。
【００１９】
　上記手段３によれば、付着部材が遊技盤取付枠の壁面より出っ張っている場合に比べて
、上記被覆部材にキズや汚れが付きにくくなる。又、被覆部材が取外されている場合には
証紙部材自体にキズや汚れが付きにくくなる。さらに、出っ張り部分がなくなるため、外
観品質が向上するとともに、遊技機を構成する他の部材の取付けの妨げになるおそれも低
減される。
【００２０】
　手段４．前記付着部の周囲のうち少なくとも一部において周壁部を突出形成するととも
に、
　前記周壁部の先端部より前記被覆部材全体が奥まった位置に配置されることを特徴とす
る手段１乃至３のいずれかに記載の遊技機。
【００２１】
　上記手段４によれば、上記手段３の作用効果が高められる。
【００２２】
　手段５．前記遊技盤取付枠の前面側にて開閉可能に支持され、閉鎖状態において前記遊
技盤取付枠の略全域を覆う前面扉を備えるとともに、
　前記遊技盤取付枠に対し前記前面扉を施錠する施錠機構を備え、
　前記被覆部材は、前記付着部材の裏面側に係止される係止部を有し、
　前記係止部を、前記遊技機取付枠の前面側に露出した状態とし、
　前記前面扉の解錠状態において、前記遊技盤取付枠の前面側から前記被覆部材の係止部
の係止解除を行えることを特徴とする手段１乃至４のいずれかに記載の遊技機。
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【００２３】
　被覆部材を着脱可能とすることにより、証紙部材の交換が容易になる反面、証紙部材を
付け替える不正行為、例えば所定の遊技機に付着された証紙部材を剥がし、別の遊技機に
付着するといった不正行為が比較的容易に行われるおそれがある。その点、上記のように
通常時は塞がれている遊技盤取付枠の前面側から、前面扉を開けた場合においてのみ、被
覆部材の取外しを行えるようにしたことにより、証紙部材交換の容易性を維持しつつ、不
正行為を低減できる。なお、上記手段５の構成に限定されず、上記前面扉に代えて、例え
ば「前記遊技盤取付枠の前面側にて開閉可能に支持され、閉鎖状態において前記遊技盤取
付枠の前面側かつ前記遊技盤より下方位置を覆う開閉部材」を備えた構成においても、同
様の作用効果を得ることができる。
【００２４】
　手段６．前記付着部材は、左右方向中央部より前記遊技盤取付枠の開閉軸側に取付けら
れることを特徴とする手段１乃至５のいずれかに記載の遊技機。
【００２５】
　仮に遊技盤取付枠の開閉軸側とは反対側に付着部材を取付けた場合には、遊技盤取付枠
を僅かに開いた状態でも上記証紙部材を付け替える不正行為が行われるおそれがある。こ
れに対し、上記手段６のようにすれば、そのようなおそれを低減することができる。しか
し、遊技盤取付枠の開閉軸側には、一般的にハーネス等を介して外部機器と接続される電
気機器が数多く搭載されているため、上記課題で述べた不具合が発生しやすい。つまり、
手段６のような構成においては、上記手段１等の構成がより奏効する。
【００２６】
　手段７．前記遊技盤取付枠の色と、前記付着部材の色とを異ならせたことを特徴とする
手段１乃至手段６のいずれかに記載の遊技機。
【００２７】
　上記手段７によれば、例えば遊技盤取付枠に付着部材を取付けた状態で、当該付着部材
に証紙部材を付着する場合において、証紙部材の付着位置を見付けやすくなり、作業性が
向上する。
【００２８】
　以下に、上記各手段が適用される各種遊技機の基本構成を示す。
【００２９】
　Ａ．上記各手段における前記遊技機は弾球遊技機であること。より詳しい態様例として
は、「遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハンドル）と、当該操作手段の操作に基づ
いて遊技球を弾いて発射する発射手段（発射モータ等）と、当該発射された遊技球が案内
される遊技領域と、前記遊技領域内に配置された各入球手段（一般入賞口、可変入賞装置
、作動口等）とを備えた弾球遊技機」が挙げられる。
【００３０】
　Ｂ．上記各手段における前記遊技機は略鉛直方向に延びる遊技領域を備えた弾球遊技機
であること。より詳しい態様例としては、「遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハン
ドル）と、当該操作手段の操作に基づいて遊技球を弾いて発射する発射手段（発射モータ
等）と、当該発射された遊技球が案内され、略鉛直方向に沿って延びる所定の遊技領域（
例えば遊技領域は遊技盤面等により構成される）と、前記遊技領域内に配置された各入球
手段（一般入賞口、可変入賞装置、作動口等）とを備え、前記遊技領域を流下する遊技球
の挙動を視認可能に構成されてなる弾球遊技機」が挙げられる。
【００３１】
　Ｃ．上記各手段における前記遊技機、又は、上記各弾球遊技機は、パチンコ機又はパチ
ンコ機に準ずる遊技機であること。
【００３２】
　以下、パチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）の一実施形態を、図面に基
づいて詳細に説明する。ここで、図１はパチンコ機１０の正面図であり、図２は斜視図で
あり、図３は右側面図である。また、図４は、内枠１２及び前面枠セット１４を開放した
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状態を示す斜視図である。但し、図４では便宜上、遊技盤３０面上に配設される釘や役物
、前面枠セット１４に取付けられるガラスユニット１３７などを省略して示している。
【００３３】
　図１乃至図４に示すように、パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外郭を構成する
固定枠としての外枠１１を備えており、この外枠１１の一側部に遊技盤取付枠としての内
枠１２が開閉可能に支持されている。外枠１１は、例えば木製の板材により全体として矩
形状に構成され、小ネジ等の離脱可能な締結具により各板材が組み付けられている。
【００３４】
　内枠１２の開閉軸線は、後述するハンドル１８の設置箇所とは反対側、すなわちパチン
コ機１０の正面からみて左側において上下に沿って設定されており、この開閉軸線を軸心
として内枠１２が前方側に開放できるようになっている。内枠１２は、外形が矩形状をな
す青色の樹脂ベース３８を主体に構成されており、当該樹脂ベース３８の中央部には略楕
円形状の窓孔３９が形成されている。
【００３５】
　また、内枠１２の前面側には前面扉としての前面枠セット１４が開閉可能に取付けられ
ている。前面枠セット１４は、内枠１２と同様に、パチンコ機１０の正面から見て左側に
おいて上下に沿って設定された開閉軸線を軸心として前方側に開放できるようになってい
る。
【００３６】
　前面枠セット１４は、内枠１２と同様に外形が矩形状をなし、閉鎖状態においては内枠
１２の前面側ほぼ全域を覆う。前面枠セット１４の中央部には略楕円形状の窓部１０１が
形成されている。これにより、前面枠セット１４の窓部１０１及び内枠１２の窓孔３９を
介して、内枠１２の後面に装着される遊技盤３０（遊技領域）を外部から視認可能となる
。遊技盤３０の詳細な構成については後述する。
【００３７】
　前面枠セット１４の前面側には、その下部中央において球受皿としての下皿１５が設け
られており、排出口１６より排出された遊技球が下皿１５内に貯留可能になっている。ま
た、下皿１５の手前側には、下皿１５内から遊技球を排出するための球抜きレバー２５が
設けられている。
【００３８】
　下皿１５の右方には、手前側に突出した遊技球発射ハンドル（以下、単にハンドルとい
う）１８が設けられ、下皿１５の左方には、灰皿２６が設けられている。尚、ハンドル１
８には、図示しないタッチセンサや、ハンドル１８の操作部の操作量を検出するための図
示しない操作量検出手段が設けられている。
【００３９】
　下皿１５の上方には上皿１９が設けられている。上皿１９は、遊技球を一旦貯留し、一
列に整列させながら後述する遊技球発射装置（以下、単に発射装置という）７０の方へ案
内する球受皿である。なお、上皿１９から溢れる遊技球は下皿１５へ案内されるようにな
っている。
【００４０】
　上皿１９には球貸しボタン１２１と返却ボタン１２２とが設けられている。これにより
、遊技場等において、パチンコ機１０の側方に配置されるカードユニット（球貸しユニッ
ト）に紙幣やカード等を投入した状態で球貸しボタン１２１が操作されると、その操作に
応じて貸出球が上皿１９に供給される。一方、返却ボタン１２２は、カードユニットに挿
入されたカード等の返却を求める際に操作される。但し、カードユニットを介さずに球貸
し装置等から上皿１９に遊技球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では球貸
しボタン１２１及び返却ボタン１２２は不要である。
【００４１】
　また、前面枠セット１４の前面にはその周囲に各種ランプ等の発光手段が設けられてい
る。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて
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点灯、点滅のように発光態様が変更制御され遊技中の演出効果を高める役割を果たすもの
である。例えば、窓部１０１の周縁には、ＬＥＤ等の発光手段を内蔵した環状電飾部１０
２が設けられ、該環状電飾部１０２の中央であってパチンコ機１０の最上部には、同じく
ＬＥＤ等の発光手段を内蔵した中央電飾部１０３が設けられている。本パチンコ機１０で
は、中央電飾部１０３が大当たりランプとして機能し、大当たり時に点灯や点滅を行うこ
とにより、大当たり中であることを報知する。さらに、中央電飾部１０３の左右側方には
、所定のエラー時に点灯するエラー表示ランプ１０４が設けられている。また、各エラー
表示ランプ１０４に隣接してスピーカＳＰ（図８参照）が設けられるとともに、当該スピ
ーカＳＰの前側にスピーカカバー２４が取着されている。
【００４２】
　また、上皿１９の右方には、後述する証紙Ｓ１を視認できるよう透明樹脂が取付けられ
た小窓１０７が設けられている。
【００４３】
　前面枠セット１４の背面側にはガラスユニット１３７が取付けられている。ガラスユニ
ット１３７は、従来の前後一対の矩形状の板ガラスが前後対を為して別々に取着されるも
のではなく、全体として丸形をなし、アッセンブリ化された上で取付けられている。
【００４４】
　次に、内枠１２（樹脂ベース３８）について説明する。上述した通り、内枠１２（樹脂
ベース３８）には、窓孔３９の後側に遊技盤３０が装着されている。遊技盤３０は、その
周縁部が内枠１２（樹脂ベース３８）の裏側に当接した状態で取着されている。従って、
遊技盤３０の前面部の略中央部分が樹脂ベース３８の窓孔３９を通じて内枠１２の前面側
に露出した状態となっている。
【００４５】
　また、内枠１２（樹脂ベース３８）の下部、すなわち窓孔３９（遊技盤３０）の下方位
置には、後側へ膨出した膨出部４０が形成されている。この膨出部４０の前面右側には、
発射装置７０が取付けられている。本実施形態では、発射装置７０としてソレノイド式発
射装置を採用している。また、膨出部４０には、後述する払出機構部３５２から上記下皿
１５の排出口１６へ繋がる球通路７１が設けられている。また、発射装置７０の発射レー
ル７０ａと後述するレール５０（外レール構成部５２）との間には所定間隔の隙間があり
、この隙間より下方にファール球通路７２が形成されている。これにより、仮に、発射装
置７０から発射された遊技球が後述する戻り球防止部材５３まで至らずファール球として
レール５０を逆戻りする場合には、そのファール球がファール球通路７２及び球通路７１
を介して下皿１５に排出される。また、球通路７１の下側にはハーネスカバー７４が設け
られている。これにより中継基板７５と発射装置７０とを接続するハーネス（図示略）を
まとめている。
【００４６】
　次に、遊技盤３０の構成について図５を参照して説明する。遊技盤３０には、一般入賞
口３１、可変入賞装置３２、第１契機対応口（作動口）３３、第２契機対応口３４、可変
表示装置ユニット３５等がルータ加工によって形成された貫通穴に配設され、遊技盤３０
前面側から木ネジ等により取付けられている。周知の通り前記一般入賞口３１、可変入賞
装置３２、第１契機対応口３３に遊技球が入球（入賞）すると、それぞれに対応して設け
られた検出スイッチの出力により、上皿１９（または下皿１５）へ所定数の賞球が払い出
される。その他に、遊技盤３０にはアウト口３６が設けられており、各種入賞部（一般入
賞口３１、可変入賞装置３２、第１契機対応口３３）に入賞しなかった遊技球は、このア
ウト口３６を通って遊技領域外へと排出される。また、遊技盤３０には、遊技球の落下方
向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されているとともに、風車等の各種部材
（役物）が配設されている。
【００４７】
　可変表示装置ユニット３５には、第２契機対応口３４の通過をトリガとして変動表示す
る普通図柄表示装置４１と、第１契機対応口３３への入賞をトリガとして変動表示する特
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別表示装置４３と、特別表示装置４３による変動表示に合わせて変動表示する可変表示装
置としての装飾図柄表示装置４２とが設けられている。
【００４８】
　普通図柄表示装置４１は複数の発光手段（ＬＥＤ）を内蔵しており、遊技球が第２契機
対応口３４を通過する毎に点灯表示態様が切換表示（変動表示）され、その変動表示が特
定の点灯態様で数秒間停止した場合に第１契機対応口３３が所定時間だけ作動状態となる
（開放される）よう構成されている。この普通図柄表示装置４１は、後述する主制御装置
２６１によって直接的に表示内容が制御される。また、普通図柄表示装置４１の変動表示
中に、新たに遊技球が第２契機対応口３４を通過した場合には、その分の普通図柄の変動
表示は、その時点で行われている変動表示の終了後に行われる構成となっている。つまり
、変動表示が待機（保留）されることとなる。この保留される変動表示の最大回数は、パ
チンコ機の機種毎に決められているが、本実施形態では４回まで保留され、その保留回数
が保留ランプ４４にて点灯表示されるようになっている。
【００４９】
　特別表示装置４３は、普通図柄表示装置４１の側方に設けられた複数の発光部により構
成され、遊技球が第１契機対応口３３を通過する毎に点灯する発光部の組合せが切換えら
れる（変動表示される）。そして、変動表示が停止したときに点灯している発光部の組合
わせにより、大当たりか否かが確定的に表示される。この特別表示装置４３についても、
主制御装置２６１によって表示内容が直接的に制御される。また、特別表示装置４３の変
動表示中に新たに遊技球が第１契機対応口３３に入賞した場合には、その分の変動表示は
、その時点で行われている変動表示の終了後に行われる構成となっている。つまり、変動
表示が待機（保留）されることとなる。この保留される変動表示の最大回数は、パチンコ
機の機種毎に決められているが、本実施形態では４回まで保留され、その保留回数が保留
ランプ４６にて点灯表示されるようになっている。また、大当たり状態中に新たに遊技球
が第１契機対応口３３に入賞した場合、その分の変動表示についても保留される。
【００５０】
　装飾図柄表示装置４２は液晶表示装置として構成されており、後述するサブ制御装置２
６２によって表示内容が制御される。すなわち、装飾図柄表示装置４２においては、特別
表示装置４３にて表示される結果に対応させるように、主制御装置２６１からのコマンド
に基づき、サブ制御装置２６２によって補助的な表示内容が決定され、後述する表示制御
装置４５によって表示が行われる。装飾図柄表示装置４２には、例えば、上、中及び下の
３つの図柄列が表示される。各図柄列は複数の図柄によって構成されており、これら図柄
が図柄列毎にスクロールされるようにして装飾図柄表示装置４２に変動表示され、その後
、上図柄列→下図柄列→中図柄列の順に停止表示される。また、可変表示装置ユニット３
５には、装飾図柄表示装置４２を囲むようにしてセンターフレーム４７が配設されている
。
【００５１】
　可変入賞装置３２は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い閉状態になっており
、大当たり（特別遊技状態の発生）の際に、遊技球が入賞しやすい開状態とされる。具体
的には、所定時間の経過又は所定個数の入賞を１ラウンドとして、可変入賞装置３２の大
入賞口が所定回数（所定ラウンド数）繰り返し開放される。
【００５２】
　また、遊技盤３０には、発射装置７０から発射された遊技球を遊技盤３０上部へ案内す
るレール５０が取付けられている。これにより、ハンドル１８の回動操作に伴い発射され
た遊技球はレール５０を通じて、遊技盤面上に形成された遊技領域内に案内される。レー
ル５０は内レール構成部５１と外レール構成部５２とからなる。
【００５３】
　内レール構成部５１の先端部分（図５の左上部）には戻り球防止部材５３が取着されて
いる。これにより、一旦、レール５０から遊技盤３０の上部へと案内された遊技球が再度
レール５０内に戻ってしまうといった事態が防止される。
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【００５４】
　また、本実施形態では、外レール構成部５２が遊技盤３０の右上部で途絶え、内レール
構成部５１が遊技盤３０の右下部で途絶えている。このため、遊技領域は、レール５０及
び樹脂ベース３８の窓孔３９の内周面により画定される。但し、内外レール構成部５１，
５２の並行部分を除く。
【００５５】
　また、遊技盤３０の右下隅部には証紙Ｓ１が貼着されている。証紙Ｓ１には、後述する
証紙Ｓ３と同様に、製造番号や企業名など各種情報が記載されている。この証紙Ｓ１は、
樹脂ベース２０に形成された小窓７３、及び、前面枠セット１４に形成された上記小窓１
０７を介して、パチンコ機１０外部より視認することができる。
【００５６】
　次に、パチンコ機１０の背面の構成を図７に基づいて説明する。パチンコ機１０にはそ
の背面（実際には内枠１２及び遊技盤３０の背面）において、各種制御基板が上下左右に
並べられるようにして、一部前後に重ねられるようにして配置されており、さらに、遊技
球を供給する遊技球供給装置（払出機構）や樹脂製の保護カバー等が取り付けられている
。本実施形態では、各種制御基板を２つの取付台に分けて搭載して２つの制御基板ユニッ
トを構成し、それら制御基板ユニットを個別に内枠１２又は遊技盤３０の裏面に装着する
ようにしている。この場合において、主基板とサブ制御基板とを一方の取付台に搭載して
ユニット化すると共に、払出制御基板、発射制御基板及び電源基板を他方の取付台に搭載
してユニット化している。ここでは便宜上、前者のユニットを「第１制御基板ユニット２
０１」と称し、後者のユニットを「第２制御基板ユニット２０２」と称することとする。
また、払出機構及び保護カバーも１ユニットとして一体化されており、一般に樹脂部分を
裏パックと称することもあるため、ここではそのユニットを「裏パックユニット２０３」
と称する。各ユニット２０１～２０３の詳細な構成については後述する。
【００５７】
　なお、第１制御基板ユニット２０１、第２制御基板ユニット２０２及び裏パックユニッ
ト２０３は、ユニット単位で工具等を用いずとも着脱できるよう構成されており、さらに
、一部に支軸部を設けて内枠１２又は遊技盤３０の裏面に対して開閉できる構成となって
いる。
【００５８】
　まず、遊技盤３０の背面構成について説明する。上述したように遊技盤３０の中央には
ルータ加工によって形成された貫通穴に対して可変表示装置ユニット３５が配設されてい
る。この可変表示装置ユニット３５に対し、センターフレーム４７を背後から覆う樹脂製
のフレームカバー２１３が後方に突出して設けられている。さらに、フレームカバー２１
３の後端に、液晶表示装置たる装飾図柄表示装置４２と表示制御装置４５とが前後に重ね
られた状態で着脱可能に取り付けられている。フレームカバー２１３内には、センターフ
レーム４７に内蔵されたＬＥＤ等を駆動するＬＥＤ制御基板などが配設されている。
【００５９】
　また、遊技盤３０の裏面には、可変表示装置ユニット３５を取り囲むようにして図示し
ない裏枠セットが取付けられている。この裏枠セットは、遊技盤３０の裏面に張り付くよ
うにして設けられる薄型の樹脂成形品であって、各種入賞口に入賞した遊技球を回収する
ための球回収機構を備えている。また、内枠１２には、裏枠セット（遊技盤３０）の下方
位置において排出通路盤２１７が取付けられており、該排出通路盤２１７には排出球をパ
チンコ機１０外部へ排出する排出シュート２１８が形成されている。従って、一般入賞口
３１等に入賞した遊技球は何れも裏枠セットの球回収機構を介して集合し、さらに排出通
路盤２１７の排出シュート２１８を介してパチンコ機１０外部に排出される。なお、アウ
ト口３６も同様に排出シュート２１８に通じており、何れの入賞口にも入賞しなかった遊
技球も排出シュート２１８を介してパチンコ機１０外部に排出される。なお、パチンコ機
１０が遊技ホールの島設備に設置された際には、図３に示すように、排出シュート２１８
から排出される遊技球を受けて所定の排出部へと導く球受箱Ｙが排出シュート２１８の下
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方位置に配置される。
【００６０】
　また、遊技盤３０の裏面には、各種入賞口などの遊技球の通過を検出する入賞感知機構
（検出スイッチ）などが設けられている。入賞感知機構にて各々検出された検出結果は、
後述する主基板（主制御装置２６１）に取り込まれ、該主基板よりその都度の入賞状況に
応じた払出指令（遊技球の払出個数）が払出制御基板に送信される。そして、該払出制御
基板の出力により所定数の遊技球の払出が実施される。本実施形態のパチンコ機１０では
、各種入賞口毎に遊技球の入賞を電気的に感知して払出が直ちに行われる。
【００６１】
　第１制御基板ユニット２０１は、主制御装置２６１と、サブ制御装置２６２とを具備し
ている。主制御装置２６１は、主たる制御を司るＣＰＵ、遊技プログラムを記憶したＲＯ
Ｍ、遊技の進行に応じた必要なデータを記憶するＲＡＭ、各種機器との連絡をとるポート
、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるク
ロックパルス発生回路等を含む主基板を具備しており、この主基板が透明樹脂材料等より
なる基板ボックス２６３に収容されて構成されている。なお、基板ボックス２６３は、略
直方体形状のボックスベースと該ボックスベースの開口部を覆うボックスカバーとを備え
ている。これらボックスベースとボックスカバーとは封印ユニットによって連結されてお
り、基板ボックス２６３が開封された場合には、封印ユニットにおいて所定の痕跡が残る
よう構成されている。これにより、基板ボックス２６３が不正に開封された旨を容易に発
見することができる。なお、基板ボックス２６３には証紙Ｓ２が貼着されている。この証
紙Ｓ２には、後述する証紙Ｓ３と同様に、製造番号や企業名など各種情報が記載されてい
る。
【００６２】
　また、サブ制御装置２６２は、主制御装置２６１（主基板）からの指示に従い各種演出
制御を司るＣＰＵや、各種プログラムを記憶したＲＯＭ、遊技の進行に応じた必要なデー
タを記憶するＲＡＭ、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発
生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等を含むサブ
制御基板を具備しており、このサブ制御基板についても当該サブ制御基板に対応する基板
ボックスに収容されて構成されている。
【００６３】
　第２制御基板ユニット２０２は、払出制御装置３１１、発射制御装置３１２、電源装置
３１３及びカードユニット接続基板３１４を具備している。払出制御装置３１１、発射制
御装置３１２及び電源装置３１３は周知の通り制御の中枢をなすＣＰＵや、その他ＲＯＭ
、ＲＡＭ、各種ポート等を含む制御基板を具備しており、払出制御装置３１１の払出制御
基板により、賞品球や貸出球の払出が制御される。また、発射制御装置３１２の発射制御
基板により、遊技者によるハンドル１８の操作に従い発射装置等の制御が行われ、電源装
置３１３の電源基板により、各種制御装置等で要する所定の電源電圧が生成され出力され
る。
【００６４】
　上記払出制御装置３１１、発射制御装置３１２及び電源装置３１３についても、それぞ
れに対応する基板ボックス３１５、３１６、３１７に収容されて構成されている。但し、
発射制御装置３１２（基板ボックス３１６）は、電源装置３１３（基板ボックス３１７）
の裏側に配置されている。また、払出制御装置３１１が収容される基板ボックス３１５に
は、前述した主制御装置２６１と同様に封印ユニットが設けられ、基板ボックス３１５の
開封した痕跡が残るようになっている。
【００６５】
　払出制御装置３１１には状態復帰スイッチ３２１が設けられている。例えば、払出モー
タ部の球詰まり等、払出エラーの発生時において状態復帰スイッチ３２１が押下されると
、払出モータが正逆回転され、球詰まりの解消（正常状態への復帰）が図られる。
【００６６】
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　また、電源装置３１３にはＲＡＭ消去スイッチ３２３が設けられている。本パチンコ機
１０はバックアップ機能を有しており、万一停電が発生した際でも停電時の状態を保持し
、停電からの復帰（復電）の際には停電時の状態に復帰させることができる。従って、通
常手順で（例えば遊技場の営業終了時に）電源遮断すると電源遮断前の状態が記憶保持さ
れることから、電源投入時に初期状態に戻したい場合には、ＲＡＭ消去スイッチ３２３を
押しながら電源を投入する。
【００６７】
　次に、裏パックユニット２０３の構成を説明する。裏パックユニット２０３は、樹脂成
形された裏パック３５１と遊技球の払出機構部３５２とを一体化したものである。
【００６８】
　裏パック３５１は例えばＡＢＳ樹脂により一体成形されており、パチンコ機後方に突出
し略直方体形状をなす保護カバー部３５４を有する。保護カバー部３５４は左右側面及び
上面が閉鎖され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも可変表示装置ユニット
３５を囲むのに十分な大きさを有する。但し、本実施形態では、前述のサブ制御装置２６
２及び主制御装置２６１の一部も合わせて囲む構成となっている。
【００６９】
　また、払出機構部３５２は、保護カバー部３５４を迂回するようにして配設されている
。すなわち、保護カバー部３５４の上方には、上側に開口したタンク３５５が設けられて
おり、このタンク３５５には遊技場の島設備から供給される遊技球が逐次補給される。タ
ンク３５５の下方には、例えば横方向２列の球通路を有し下流側に向けて緩やかに傾斜す
るタンクレール３５６が連結され、さらにタンクレール３５６の下流側には縦向きにケー
スレール３５７が連結されている。払出装置３５８はケースレール３５７の最下流部に設
けられ、払出モータ３５８ａ等の所定の電気的構成により必要個数の遊技球の払出が適宜
行われる。そして、払出装置３５８より払い出された遊技球は上記上皿１９等に供給され
る。
【００７０】
　また、払出機構部３５２には、払出制御装置３１１から払出装置３５８への払出指令の
信号を中継する払出中継基板３８１が設置されると共に、外部より主電源を取り込む電源
スイッチ基板３８２が設置されている。電源スイッチ基板３８２には、電圧変換器を介し
て例えば交流２４Ｖの主電源が供給され、電源スイッチ３８２ａの切替操作により電源Ｏ
Ｎ又は電源ＯＦＦされる。
【００７１】
　尚、本実施形態では、前面枠セット１４の施錠機構は、内枠１２の施錠機構と一体的と
なっており、各施錠機構は、単一の施錠装置Ｇ１によって具現化されている。また、施錠
装置Ｇ１は、前面枠セット１４の前面側に露出するシリンダ錠１９６（図１等参照）を備
えており、該シリンダ錠１９６の鍵穴に鍵を挿入し、一方側に回動操作することで内枠１
２を解錠することができ、他方側に回動操作することで前面枠セット１４を解錠すること
ができるようになっている。
【００７２】
　次に、パチンコ機１０の電気的構成について説明する。図８は、本パチンコ機１０の電
気的構成を示すブロック図である。パチンコ機１０の主制御装置２６１（主基板）には、
演算装置である１チップマイコンとしてのＣＰＵ５０１が搭載されている。ＣＰＵ５０１
には、該ＣＰＵ５０１により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶した
ＲＯＭ５０２と、そのＲＯＭ５０２内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種の
データ等を一時的に記憶するメモリであるＲＡＭ５０３と、割込回路やタイマ回路、デー
タ送受信回路などの各種回路等が内蔵されている。
【００７３】
　ＲＡＭ５０３は、パチンコ機１０の電源のオフ後においても電源装置３１３からバック
アップ電圧が供給されてデータが保持（バックアップ）できる構成となっており、ＲＡＭ
５０３には、各種のデータ等を一時的に記憶するメモリやエリアの他に、バックアップエ
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リア５０３ａが設けられている。
【００７４】
　バックアップエリア５０３ａは、停電などの発生により電源が切断された場合において
、電源の再入時にパチンコ機１０の状態を電源切断前の状態に復帰させるべく、電源切断
時（停電発生時を含む。以下同様）のスタックポインタや、各レジスタ、Ｉ／Ｏ等の値を
記憶しておくエリアである。バックアップエリア５０３ａへの書き込みは、ＮＭＩ端子（
ノンマスカブル端子）への停止信号の入力により起動されるＮＭＩ割込み処理（このＮＭ
Ｉ割込みにより、電源断時の主制御装置２６１の状態がＲＡＭ５０３のバックアップエリ
ア５０３ａに記憶される）によって停電の発生等による電源切断時に実行され、逆にバッ
クアップエリア５０３ａに書き込まれた各値の復帰は、電源入時（停電解消による電源入
を含む。以下同様）の復電処理において実行される。なお、ＣＰＵ５０１のＮＭＩ端子（
ノンマスカブル割込端子）には、停電等の発生による電源断時に、後述する停電監視回路
５４２から出力される停電信号ＳＫ１が入力されるように構成されており、停電の発生に
より、停電処理（ＮＭＩ割込み処理）が即座に実行される。
【００７５】
　かかるＲＯＭ５０２及びＲＡＭ５０３を内蔵したＣＰＵ５０１には、アドレスバス及び
データバスで構成されるバスライン５０４を介して入出力ポート５０５が接続されている
。入出力ポート５０５には、後述するＲＡＭ消去スイッチ回路５４３、払出制御装置３１
１、サブ制御装置２６２、特別表示装置４３、普通図柄表示装置４１、その他図示しない
スイッチ等が接続されている。この構成により、上述した特別表示装置４３および普通図
柄表示装置４１は、主制御装置２６１により直接的に制御される。一方、装飾図柄表示装
置４２は、サブ制御装置２６２を介して制御される。
【００７６】
　サブ制御装置２６２（サブ制御基板）は、演算装置であるＣＰＵ５５１、該ＣＰＵ５５
１により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶したＲＯＭ５５２、該Ｒ
ＯＭ５５２内に記憶される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶
するメモリであるＲＡＭ５５３、入出力ポート５５４、バスライン５５５を備えるととも
に、その他にも図示しない割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路等を
備えている。ＲＡＭ５５３は、ＣＰＵ５５１による各種プログラムの実行時に使用される
ワークデータやフラグを一時的に記憶するメモリである。
【００７７】
　入出力ポート５５４には、バスライン５５５を介してＣＰＵ５５１、ＲＯＭ５５２、Ｒ
ＡＭ５５３が接続されるとともに、表示制御装置４５が接続されている。さらに、入出力
ポート５５４には、スピーカＳＰ、各種電飾部及びランプ１０２～１０４が接続されてい
る。
【００７８】
　サブ制御装置２６２のＣＰＵ５５１は、例えば主制御装置２６１から送信される指令信
号（例えば変動パターンコマンド）に基づいて表示制御装置４５に表示制御を実行させ、
装飾図柄表示装置４２に表示させる。なお、上記のように、本実施形態では、主制御装置
２６１が制御する特別表示装置４３にて大当たりか否かを表示するようになっており、サ
ブ制御装置２６２が制御する装飾図柄表示装置４２では、前記特別表示装置４３の表示に
合わせた表示が行われる。
【００７９】
　また、払出制御装置３１１は、払出モータ３５８ａにより賞球や貸し球の払出制御を行
うものである。演算装置であるＣＰＵ５１１は、そのＣＰＵ５１１により実行される制御
プログラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ５１２と、ワークメモリ等として使用され
るＲＡＭ５１３とを備えている。
【００８０】
　払出制御装置３１１のＲＡＭ５１３は、前述した主制御装置２６１のＲＡＭ５０３と同
様に、パチンコ機１０の電源のオフ後においても電源装置３１３からバックアップ電圧が
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供給されてデータが保持（バックアップ）できる構成となっており、ＲＡＭ５１３には、
各種のデータ等を一時的に記憶するメモリやエリアの他に、バックアップエリア５１３ａ
が設けられている。
【００８１】
　バックアップエリア５１３ａは、停電などの発生により電源が切断された場合において
、電源の再入時にパチンコ機１０の状態を電源切断前の状態に復帰させるべく、電源切断
時のスタックポインタや、各レジスタ、Ｉ／Ｏ等の値を記憶しておくエリアである。この
バックアップエリア５１３ａへの書き込みは、ＮＭＩ割込み処理によって電源切断時に実
行され、逆にバックアップエリア５１３ａに書き込まれた各値の復帰は、電源入時の復電
処理において実行される。
【００８２】
　かかるＲＯＭ５１２及びＲＡＭ５１３を内蔵したＣＰＵ５１１には、アドレスバス及び
データバスで構成されるバスライン５１４を介して入出力ポート５１５が接続されている
。入出力ポート５１５には、ＲＡＭ消去スイッチ回路５４３、主制御装置２６１、発射制
御装置３１２、払出モータ３５８ａなどがそれぞれ接続されている。
【００８３】
　発射制御装置３１２は、発射装置７０による遊技球の発射を許可又は禁止するものであ
り、発射装置７０は、所定条件が整っている場合に駆動が許可される。具体的には、払出
制御装置３１１から発射許可信号が出力されていること、遊技者がハンドル１８をタッチ
していることをセンサ信号により検出していること、発射を停止させる発射停止スイッチ
が操作されていないことを条件に、発射装置７０が駆動され、ハンドル１８の操作量に応
じた強度で遊技球が発射される。
【００８４】
　表示制御装置４５は、サブ制御装置２６２からの指示に従い、装飾図柄表示装置４２に
おける装飾図柄の変動表示を実行するものである。この表示制御装置４５は、ＣＰＵ５２
１と、プログラムＲＯＭ５２２と、ワークＲＡＭ５２３と、ビデオＲＡＭ５２４と、キャ
ラクタＲＯＭ５２５と、画像コントローラ５２６と、入力ポート５２７と、出力ポート５
２９と、バスライン５３０，５３１とを備えている。入力ポート５２７にはサブ制御装置
２６２の入出力ポート５５４が接続されている。また、入力ポート５２７には、ＣＰＵ５
２１、プログラムＲＯＭ５２２、ワークＲＡＭ５２３、画像コントローラ５２６が接続さ
れている。また、画像コントローラ５２６にはバスライン５３１を介して出力ポート５２
９が接続されており、その出力ポート５２９には液晶表示装置たる装飾図柄表示装置４２
が接続されている。
【００８５】
　表示制御装置４５のＣＰＵ５２１は、サブ制御装置２６２から送信される表示コマンド
に基づいて装飾図柄表示装置４２の表示を制御する。プログラムＲＯＭ５２２は、そのＣ
ＰＵ５２１により実行される各種の制御プログラムや固定値データを記憶するメモリであ
り、ワークＲＡＭ５２３は、ＣＰＵ５２１による各種プログラムの実行時に使用されるワ
ークデータやフラグを一時的に記憶するメモリである。
【００８６】
　ビデオＲＡＭ５２４は、装飾図柄表示装置４２に表示される表示データを記憶するメモ
リであり、このビデオＲＡＭ５２４の内容を書き替えることにより、装飾図柄表示装置４
２の表示内容が変更される。キャラクタＲＯＭ５２５は、装飾図柄表示装置４２に表示さ
れる図柄などのキャラクタデータを記憶するメモリである。画像コントローラ５２６は、
ＣＰＵ５２１、ビデオＲＡＭ５２４、出力ポート５２９のそれぞれのタイミングを調整し
てデータの読み書きに介在すると共に、ビデオＲＡＭ５２４に記憶される表示データを所
定のタイミングで読み出して装飾図柄表示装置４２に表示させるものである。
【００８７】
　また、電源装置３１３は、パチンコ機１０の各部に電力を供給する電源部５４１と、停
電等による電源遮断を監視する停電監視回路５４２と、ＲＡＭ消去スイッチ３２３に接続
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されてなるＲＡＭ消去スイッチ回路５４３とを備えている。電源部５４１は、図示しない
電源経路を通じて、主制御装置２６１や払出制御装置３１１等に対して各々に必要な動作
電源を供給する。その概要としては、電源部５４１は、外部より供給される交流２４ボル
ト電源を取り込み、各種スイッチやモータ等を駆動する＋１２Ｖ電源、ロジック用の＋５
Ｖ電源、ＲＡＭバックアップ用のバックアップ電源などを生成し、これら＋１２Ｖ電源、
＋５Ｖ電源及びバックアップ電源を主制御装置２６１や払出制御装置３１１等に対して供
給する。なお、発射制御装置３１２に対しては払出制御装置３１１を介して動作電源（＋
１２Ｖ電源、＋５Ｖ電源等）が供給される。
【００８８】
　停電監視回路５４２は、停電等の発生による電源断時に、主制御装置２６１のＣＰＵ５
０１及び払出制御装置３１１のＣＰＵ５１１の各ＮＭＩ端子へ停電信号ＳＫ１を出力する
回路である。停電監視回路５４２は、電源部５４１から出力される最大電圧である直流安
定２４ボルトの電圧を監視し、この電圧が２２ボルト未満になった場合に停電（電源断）
の発生と判断して、停電信号ＳＫ１を主制御装置２６１及び払出制御装置３１１へ出力す
る。この停電信号ＳＫ１の出力によって、主制御装置２６１及び払出制御装置３１１は、
停電の発生を認識し、停電時処理（ＮＭＩ割込み処理）を実行する。
【００８９】
　なお、電源部５４１は、直流安定２４ボルトの電圧が２２ボルト未満になった後におい
ても、かかる停電時処理の実行に充分な時間の間、制御系の駆動電圧である５ボルトの出
力を正常値に維持するように構成されている。よって、主制御装置２６１及び払出制御装
置３１１は、停電時処理を正常に実行し完了することができる。
【００９０】
　ＲＡＭ消去スイッチ回路５４３は、ＲＡＭ消去スイッチ３２３のスイッチ信号を取り込
み、そのスイッチ３２３の状態に応じて主制御装置２６１のＲＡＭ５０３及び払出制御装
置３１１のＲＡＭ５１３のバックアップデータをクリアする回路である。ＲＡＭ消去スイ
ッチ３２３が押下された際、ＲＡＭ消去スイッチ回路５４３は、ＲＡＭ消去信号ＳＫ２を
主制御装置２６１及び払出制御装置３１１に出力する。ＲＡＭ消去スイッチ３２３が押下
された状態でパチンコ機１０の電源が投入されると（停電解消による電源入を含む）、主
制御装置２６１及び払出制御装置３１１においてそれぞれのＲＡＭ５０３，５１３のデー
タがクリアされる。
【００９１】
　さて、パチンコ機１０の背面側では、図７に示すように内枠１２（膨出部４０）の下部
が上記各ユニット２０１～２０３によって覆われず、露出した状態となっている。そして
、本実施形態では、この部位、詳しくはパチンコ機１０の背面側から見て内枠１２（膨出
部４０）の右下隅部において、証紙部材としての証紙Ｓ３が貼着された証紙貼着用ユニッ
ト４００が取付けられている。なお、上記証紙Ｓ３には、上記特定情報として、遊技機の
製造番号、企業名、製造年度及びこれらをコード化したＱＲコードが付されている。もち
ろん、特定情報は、上記情報に限られるものではなく、所定の遊技機管理団体の検査を受
けたことを示す情報、前記管理団体が付した管理番号、遊技機の機種番号等であってもよ
い。
【００９２】
　また、内枠１２（膨出部４０）の右下隅部には、膨出部４０の背壁部４０ａにおいて、
証紙貼着用ユニット４００が嵌め込まれる略矩形状の取付凹部３９０が形成されている（
図１５等参照）。但し、取付凹部３９０は、膨出部４０の背壁部４０ａと下壁部４０ｂと
の境界部に沿って形成されており、取付凹部３９０の内周面のうち下辺に対応した壁面は
存在せず、下壁部４０ｂ側に開口された構成となっている。つまり、膨出部４０の背壁部
４０ａと下壁部４０ｂとの境界部（角部）が切欠かれた状態となっており、証紙貼着用ユ
ニット４００が取付凹部３９０に取付けられた際には、当該証紙貼着用ユニット４００の
下面が下壁部４０ｂ側に露出した状態となる。これにより、証紙貼着用ユニット４００の
着脱作業を行いやすくなる。
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【００９３】
　ここで、証紙貼着用ユニット４００について図９～図１６を参照して詳しく説明する。
証紙貼着用ユニット４００は、証紙Ｓ３が貼着される付着部材としての証紙プレート４０
１と、証紙プレート４０１（証紙Ｓ３）の前面側を覆う被覆部材としての保護カバー４０
２とから構成されている。なお、図９～図１１は証紙プレート４０１を示す図であり、図
１２～図１４は保護カバー４０２を示す図であり、図１５，１６は、証紙貼着用ユニット
４００の取付構造を示す図である。
【００９４】
　証紙プレート４０１及び保護カバー４０２は合成樹脂材料により形成されている。具体
的には、証紙プレート４０１は、黒色のＡＢＳ（アクリロニトリル－ブタジエン－スチレ
ン）樹脂により構成されている。一方、保護カバー４０２は、証紙Ｓ３を視認可能なよう
に透視性を有する透明又は半透明のＰＣ（ポリカーボネート）樹脂により構成されている
。
【００９５】
　証紙プレート４０１は、平板状をなす略長方形状の本体部４０４を備えている。本体部
４０４の表面は証紙Ｓ３を貼着する付着部としての貼着面４０４ａとなる。貼着面４０４
ａの左側には、本体部４０４の上辺部及び左側辺部に沿って延びる２本の突条が直角に交
わるように形成された鉤状の位置決め部４０５が設けられている。これにより、貼着面４
０４ａに証紙Ｓ３を貼着する際には、当該証紙Ｓ３の左上コーナー部を位置決め部４０５
に合わせて貼着することにより、証紙Ｓ３の貼着位置を適切な位置とすることができる。
【００９６】
　また、本体部４０４には、表面側に突出したリブ４０６が周縁部に沿って形成されてい
る。この周壁部としてのリブ４０６は、遊技ホールの島設備の球受箱Ｙやハーネスなどの
物が保護カバー４０２に接触するのを防ぐためのものである。これにより、保護カバー４
０２にキズや汚れ等が付くのを低減することができる。結果として、保護カバー４０２を
介しての証紙Ｓ３視認性の低下を抑制することができる。また、同様の理由から、証紙プ
レート４０１に保護カバー４０２が取着されていない状態においては、本体部４０４に貼
着された証紙Ｓ３が傷つきにくくなる。但し、当該リブ４０６は、本体部４０４の上辺部
及び左右側辺部に対応した部位においてのみ形成されており、本体部４０４の下辺部に対
応した部位には形成されていない。これは、本体部４０４の全周にわたってリブ４０６を
形成した場合、証紙Ｓ３を貼着する貼着面４０４ａがリブ４０６より凹んだ位置となるた
め、証紙Ｓ３を貼着する際に作業者が指の先端を凹部に入れるような状態で作業を行わな
ければならず、作業性の低下が懸念されるためである。つまり、本実施形態のように本体
部４０４の下辺部に対応した部位が省略された構成とすれば、本体部４０４の下側から指
を差し入れ、貼着面４０４ａに指の腹を押し付けるようにして、証紙Ｓ３の貼着作業を行
うことができ、作業性の向上を図ることができる。併せて、上述したように内枠１２の取
付凹部３９０が下壁部４０ｂ側に開口された構成、すなわち取付凹部３９０に取付けられ
た証紙プレート４０１の下面が下壁部４０ｂ側に露出した状態となるため、取付凹部３９
０に証紙プレート４０１が取付けられた状態での当該証紙プレート４０１への証紙Ｓ３の
貼着作業性も向上される。
【００９７】
　また、本体部４０４の右側辺部略中央部には、当該右側辺部より右方向へ延出形成され
た固定部４０７が設けられている。固定部４０７には固定手段としてのネジＮを挿通する
ためのネジ孔４０８が形成されている。固定部４０７の表面側では、ネジ孔４０８の周囲
がテーパ状の凹部４０９となっている。これにより、取付凹部３９０への証紙プレート４
０１の取付時には凹部４０９にネジＮの頭部が収まり、ネジＮの頭部が固定部４０７の表
面より突出しない構成となっている。一方、固定部４０７の裏面側では、ネジ孔４０８の
周囲が拡径しネジ孔４０８より大径となった凹部４１０が形成されている。この凹部４１
０には、取付凹部３９０への証紙プレート４０１の取付時において、取付凹部３９０に形
成されたボス３９１が嵌め込まれる。
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【００９８】
　貼着面４０４ａには、当該貼着面４０４ａと本体部４０４右側辺部のリブ４０６との境
界部において、本体部４０４裏面側に貫通した上下一対の挿通孔４１１が形成されている
。これに対応して、本体部４０４裏面側には、各挿通孔４１１から本体部４０４右側辺部
にかけて、切欠き状の溝部４１２が形成されている。これにより、本体部４０４右側辺部
のリブ４０６の裏面側を潜るように、貼着面４０４ａから本体部４０４右側辺部までが通
じた状態となっている。
【００９９】
　また、本体部４０４の左端部には、本体部４０４裏面側において略平板状の係止片４１
４が一体形成されている。係止片４１４は、本体部４０４裏面側に突出するとともに、本
体部４０４左側辺部より左方へ突出している。係止片４１４の先端部には、表面側におい
て係止爪４１５が形成されている。また、本体部４０４と係止片４１４との重畳部位には
、貼着面４０４ａから本体部４０４裏面側まで貫通した貫通孔４１６が形成されている。
貫通孔４１６は、貼着面４０４ａと本体部４０４左側辺部のリブ４０６との境界部に沿っ
て縦長の形状となっている。また、係止片４１４の基端部は面取りされ、テーパ状となっ
ている。これは、後述する取付凹部３９０の挿入孔３９２へ係止片４１４を挿入しやすく
するためである。
【０１００】
　次に保護カバー４０２について詳しく説明する。保護カバー４０２は、略平板状の本体
部４２１を備えている。本体部４２１は、証紙プレート４０１の貼着面４０４ａと略同一
長方形状をなし、証紙プレート４０１への保護カバー４０２の取付時には、本体部４２１
がリブ４０６の内側に嵌め込まれた状態となり、貼着面４０４ａのほぼ全域を被覆する。
【０１０１】
　また、本体部４２１の裏面、すなわち証紙プレート４０１に貼着された証紙Ｓ３と対抗
する面には、本体部４２１の周縁部に沿ってリブ４２２が突出形成されている。このリブ
４２２は、保護カバー４０２を証紙プレート４０１に取付けた際に、本体部４２１が証紙
Ｓ３と接触するのを防ぐためのものである。これにより、証紙Ｓ３が傷つきにくくなる。
【０１０２】
　また、本体部４２１の右端部には、本体部４２１裏面側において、上下一対の係止突部
４２３が一体形成されている。係止突部４２３は、本体部４２１裏面側に突出するととも
に、本体部４２１右側辺部より右方へ突出している。そして、証紙プレート４０１への保
護カバー４０２の取付けの際には、一対の係止突部４２３が証紙プレート４０１側の一対
の挿通孔４１１に挿通されることとなる。また、係止突部４２３の基端部は面取りされ、
テーパ状となっている。これは、挿通孔４１１へ係止突部４２３を挿入しやすくするため
である。
【０１０３】
　また、本体部４２１の左側辺部略中央部には、裏面側へ向け突出形成された係止片４２
５が設けられている。係止片４２５の先端部には、本体部４２１外側において係止爪４２
６が形成されている。そして、証紙プレート４０１への保護カバー４０２の取付けの際に
は、係止片４２５が証紙プレート４０１側の貫通孔４１６に挿通され、係止片４１４の裏
面側にて係止爪４２６が係止される。従って、係止片４２５及び係止爪４２６により本実
施形態における係止部が構成される。
【０１０４】
　また、本体部４２１の左側辺部には、係止片４２５の上方及び下方位置において、切欠
き状の凹部４２７が形成されている。これは、係止片４２５を撓みやすくさせるためのも
のであり、これにより係止片４２５の貫通孔４１６への挿入や貫通孔４１６からの取外し
が容易となる。
【０１０５】
　次に、証紙貼着用ユニット４００を内枠１２の取付凹部３９０へ取付ける手順について
、メーカー出荷時における取付手順を一例に説明する。なお、取付凹部３９０には、証紙
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貼着用ユニット４００を保持する手段として、上述したボス３９１の他、証紙プレート４
０１の係止片４１４が挿入される挿入孔３９２が形成されている。この挿入孔３９２は、
取付凹部３９０の左側壁部３９３とプレート取付面３９０ａとの境界部に形成されており
〔図１５（ａ）参照〕、膨出部４０の前面側まで貫通している〔図１６（ａ）参照〕。そ
して、証紙プレート４０１の取付けの際には、まず証紙プレート４０１の係止片４１４を
取付凹部３９０の挿入孔３９２に挿し込む。その後、証紙プレート４０１を右側に傾倒さ
せ、取付凹部３９０のボス３９１を固定部４０７の凹部４１０に嵌め込む。この状態で、
固定部４０７をネジＮによりボス３９１に固定する。証紙プレート４０１の取付けが完了
すると、係止片４１４は、膨出部４０の前面側に露出した状態で、膨出部４０の前面壁部
に係止される〔図１６（ｂ）参照〕。また、証紙プレート４０１が取付凹部３９０に取付
けられた状態では、証紙プレート４０１全体が膨出部４０の背壁部４０ａより奥まった位
置に収容される。
【０１０６】
　次に、証紙プレート４０１が取付凹部３９０に取付けられた状態で、証紙プレート４０
１の貼着面４０４ａに証紙Ｓ３を貼着する。この際、内枠１２が青色であるのに対し、証
紙プレート４０１は黒色であるので、作業者は、証紙プレート４０１の位置すなわち貼着
位置を見付けやすくなり、作業性が向上する。
【０１０７】
　上述したように証紙Ｓ３が貼着されるとともに、上記証紙Ｓ１，Ｓ２が貼着されたパチ
ンコ機１０は、流れ作業の中の一工程においてカメラ等の撮像手段により各証紙Ｓ１～Ｓ
３の記載内容が個々に読み取られ、出荷先等と合わせて管理コンピュータに登録される。
仮に、この段階で証紙プレート４０１に貼着された証紙Ｓ３が保護カバー４０２により覆
われていると、光の反射等により、その記載内容を読み取りにくくなる場合もあるため、
本実施形態では、保護カバー４０２の取付作業は、パチンコ機１０（内枠１２等）の登録
後において行われる。
【０１０８】
　保護カバー４０２の取付けの際には、まず保護カバー４０２の一対の係止突部４２３を
、証紙プレート４０１の一対の挿通孔４１１に挿し込む。その後、保護カバー４０２を左
側に傾倒させつつ、係止片４２５を弾性変形させ、証紙プレート４０１の貫通孔４１６に
挿し込む。そして、保護カバー４０２が完全に傾倒された状態で、係止片４２５の係止爪
４２６が証紙プレート４０１の係止片４１４の裏面側にて係止される。従って、係止片４
２５は膨出部４０の前面側に露出した状態となる。また、係止突部４２３は証紙プレート
４０１の溝部４１２に係止される。このようにして保護カバー４０２が証紙プレート４０
１に取付けられた状態では、保護カバー４０２全体が証紙プレート４０１のリブ４０６よ
り奥まった位置に収容される。つまり、保護カバー４０２全体が、膨出部４０の背壁部４
０ａより奥まった位置に収容される。なお、上述したように保護カバー４０２の裏面にリ
ブ４２２が形成されていることに加え、上記保護カバー４０２を傾倒させつつ取付ける取
付構造を採用することにより、例えば証紙プレート４０１（証紙Ｓ３）上をスライドさせ
て保護カバー４０２を取付ける構成に比べて、証紙Ｓ３が傷つきにくくなる。
【０１０９】
　そして、保護カバー４０２の取付けが完了したパチンコ機１０は包装され、当該包装体
の表面に出荷先が印字され、出荷先等が厳格に管理された状態で出荷される。
【０１１０】
　上記構成により、一旦、保護カバー４０２が取付けられると、パチンコ機１０の背面側
からは取外し不能となる。一方、パチンコ機１０の前面側からは、前面枠セット１４を解
錠して開放することにより、内枠１２の前面側から保護カバー４０２の係止片４２５を操
作することができる。つまり、保護カバー４０２の取外しを行うことができる。このよう
に、前面枠セット１４を解錠した場合のみ、すなわち鍵を持っている者のみが、保護カバ
ー４０２の取外しを行える構成とした理由としては、例えば、パチンコ機１０が長く使用
され、保護カバー４０２にキズや汚れが付き、証紙Ｓ３の視認性が低下した場合などにお
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いて、部品交換やリサイクルなどを行う際に保護カバー４０２を取外し、証紙Ｓ３の記載
内容を保護カバー４０２を介さず直接読み取りできるようにするとともに、証紙Ｓ３を剥
がす等の不正行為を防止するためである。
【０１１１】
　以上詳述したように、本実施形態では、保護カバー４０２により証紙Ｓ３が被覆される
ため、誤って証紙Ｓ３を傷つけてしまうといった不具合を低減することができる。結果と
して、証紙Ｓ３の耐久性や防護性を高めることができる。ひいては、比較的長期間、証紙
Ｓ３を良好な状態で保つことができるため、リサイクル性が向上される。さらには、パチ
ンコ機１０が長期間使用された場合においても部品交換時に正規品である否かの確認を容
易に行えたり、証紙Ｓ３から管理状況を把握できるため不法投棄などの抑制効果がある。
また、所定のパチンコ機に貼着された証紙Ｓ３を剥がし、別のパチンコ機に貼着するとい
った不正行為を行うことも困難となる。
【０１１２】
　さらに、保護カバー４０２を着脱可能とすることにより、保護カバー４０２への汚れや
キズなどの付着、光の反射等により、当該保護カバー４０２を介して証紙Ｓ３に記載され
た特定情報の読み取りが困難となる場合には、保護カバー４０２を取外して証紙Ｓ３を直
接見ることができる。結果として、特定情報の読み取り作業を何度も行わなければならな
いといった不具合もなく、作業性の向上を図ることができる。また、保護カバー４０２に
汚れやキズなどが付いた場合には、証紙プレート４０１や証紙Ｓ３を代えることなく、保
護カバー４０２のみを取り替えることも可能となるため、交換コストの増大を抑制するこ
とができる。
【０１１３】
　また、証紙貼着用ユニット４００が取付けられる取付凹部３９０が、内枠１２の開閉軸
側となる膨出部４０の右下隅部に設けられている。内枠１２の開閉軸側には、カードユニ
ット接続基板３１４のようにハーネス等を介して外部機器と接続される電気機器が数多く
搭載されているため、仮に証紙貼着用ユニット４００を設けず、内枠１２に対し直接証紙
Ｓ３を貼着した構成では、ハーネス等が証紙Ｓ３に触れ、証紙Ｓに記載された文字等が擦
れて判別できなくなるおそれがある。その点、本実施形態では、証紙貼着用ユニット４０
０を備えているため、そのような不具合は低減される。
【０１１４】
　さらに、証紙貼着用ユニット４００が内枠１２の開閉軸寄りに取付けられていることに
より、例えば前面枠セット１４を開放して、発射装置７０など内枠１２の前面側のメンテ
ナンスを行っている際に、誤って保護カバー４０２を取外してしまうおそれも低減される
。
【０１１５】
　また、上記各ユニット２０１～２０３からより離れた位置となる膨出部４０の背壁部４
０ａ下端に証紙貼着用ユニット４００が取付けられることにより、証紙Ｓ３の貼着作業や
証紙貼着用ユニット４００の取付作業をより容易に行うことができる。
【０１１６】
　なお、証紙貼着用ユニット４００が取付けられる膨出部４０には、上述したように発射
装置７０やハーネスカバー７４など数多くの部材を取付けるとともに、球通路７１やファ
ール球通路７２などを形成しなければならない。そのため、例えば内枠１２の開閉軸側と
は反対側にあたる正面右寄りには発射装置７０を取付けるスペースをできる限り広く確保
したいし、中央部には球通路７１やファール球通路７２を形成するスペースを確保したい
。従って、本実施形態のように、証紙貼着用ユニット４００の取付スペースを内枠１２の
開閉軸寄りとすることにより、発射装置７０等の取付スペースを確保しやすくなる。
【０１１７】
　また、取付凹部３９０には、証紙貼着用ユニット４００を保持する手段（ボス３９１及
び挿入孔３９２）が左右両側部に設けられており、中央部には証紙プレート４０１の取付
けられる略平坦なプレート取付面３９０ａが形成されている。このため、証紙貼着用ユニ
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ット４００を使用せずにプレート取付面３９０ａに直接証紙Ｓ３を貼着することもでき、
利便性が向上する。
【０１１８】
　なお、上述した実施形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい。
【０１１９】
　（ａ）証紙貼着用ユニットは、上記証紙貼着用ユニット４００の構成に限られるもので
はなく、これらと異なる構成（例えば証紙プレートと保護カバーの組付け構成や、内枠へ
の取付構成等）を採用してもよい。
【０１２０】
　例えば取付凹部３９０等を省略した構成を採用してもよい。
【０１２１】
　また、保護カバーを証紙プレートに対し接着剤等により着脱不能に取付けた構成として
もよいし、ネジ等により固定する構成としてもよい。
【０１２２】
　また、証紙プレートを内枠に対し、ネジ等の固定手段を用いず、係止爪等の係止手段に
よってのみ支持させる構成としてもよい。
【０１２３】
　また、予め保護カバーが証紙プレートに組付けられた構成としてもよい。例えば、保護
カバーが証紙プレートに対し開閉可能に組付けられた構成を採用してもよい。
【０１２４】
　また、証紙貼着用ユニット４００の取付位置も、上記実施形態のように内枠１２の開閉
軸側に限られるものではなく、例えば内枠１２の開閉軸側とは反対側であってもよい。
【０１２５】
　（ｂ）証紙貼着用ユニット４００の取付手順は上記実施形態の手順に限定されるもので
はない。例えば、予め証紙プレート４０１に証紙Ｓ３を貼着した状態で当該証紙プレート
４０１を取付凹部３９０に取付ける構成としてもよい。
【０１２６】
　（ｃ）証紙プレート４０１及び保護カバー４０２の材質や色等は上記実施形態に限定さ
れるものではない。例えば、証紙プレート４０１を内枠１２と同色のものとしてもよい。
【０１２７】
　（ｄ）上記実施形態では、内枠１２の前面側に、閉鎖状態においては内枠１２の前面側
ほぼ全域を覆う前面枠セット１４が開閉可能に取付けられている。これに限らず、例えば
、内枠１２の前面側かつ遊技盤３０を覆う第１扉体と、内枠１２の前面側かつ遊技盤３０
より下方位置を覆う開閉部材としての第２扉体とを個別に備えた構成としてもよい。
【０１２８】
　（ｅ）上記実施形態とは異なるタイプのパチンコ機として実施してもよい。また、パチ
ンコ機以外にも、アレンジボール機、それに類する雀球等の各種遊技機として実施するこ
とも可能である。
【０１２９】
　（ｆ）上記実施形態では、証紙部材として、紙製の証紙（証紙シール）Ｓ３等を採用し
ているが、これに代えて樹脂製のフィルム部材等を採用してもよい。また、貼着できない
（シール部材でない）証紙Ｓ３を所定の係止手段により証紙プレート４０１に係止したり
、固定手段により固定する構成としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】一実施形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
【図２】パチンコ機の斜視図である。
【図３】パチンコ機の右側面図である。
【図４】内枠及び前面枠セットを開放した状態を示す斜視図である。
【図５】内枠及び遊技盤の構成を示す正面図である。
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【図６】内枠の構成を示す背面図である。
【図７】パチンコ機の構成を示す背面図である。
【図８】電気的構成を示すブロック図である。
【図９】（ａ）は証紙プレートの正面図であり、（ｂ）は証紙プレートの背面図である。
【図１０】（ａ）は証紙プレートを正面左側から見た斜視図であり、（ｂ）は証紙プレー
トを正面右側から見た斜視図である。
【図１１】（ａ）は証紙プレートを背面左側から見た斜視図であり、（ｂ）は証紙プレー
トを背面右側から見た斜視図である。
【図１２】（ａ）は保護カバーの正面図であり、（ｂ）は保護カバーの背面図である。
【図１３】（ａ）は保護カバーを正面左側から見た斜視図であり、（ｂ）は保護カバーを
正面右側から見た斜視図である。
【図１４】（ａ）は保護カバーを背面左側から見た斜視図であり、（ｂ）は保護カバーを
背面右側から見た斜視図である。
【図１５】（ａ）は、内枠背面側から見た証紙貼着用ユニット取付前の状態を示す図であ
り、（ｂ）は、証紙貼着用ユニット取付後の状態を示す図である。
【図１６】（ａ）は、内枠前面側から見た証紙貼着用ユニット取付前の状態を示す図であ
り、（ｂ）は、証紙貼着用ユニット取付後の状態を示す図である。
【符号の説明】
【０１３１】
　１０…パチンコ機、１１…外枠、１２…内枠、１４…前面枠セット、３０…遊技盤、４
０…膨出部、３９０…取付凹部、４００…証紙貼着用ユニット、４０１…証紙プレート、
４０２…保護カバー、４０４ａ…貼着面、４０６…リブ、４２５…係止片、４２６…係止
爪、Ｓ３…証紙。
                                                                                

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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